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 地方公務員共済組合連合会は、地方公務員等共済組合法（昭和３７年法

律第１５２号）第１１２条の１５第１項の規定に基づき、令和６年度にお

ける退職等年金給付積立金（本業務概況書において、退職等年金給付組合

積立金及び退職等年金給付調整積立金をいいます。）の管理及び運用の状

況に関する業務概況書を作成しましたので、公表します。 
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【本報告書における略語等】 

 

地 共 済 ：地方職員共済組合、公立学校共済組合、警察共済組合、都職員共済組合、 

全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の総称  

 

組 合 等 ：地方職員共済組合、公立学校共済組合、警察共済組合、都職員共済組合及び 

全国市町村職員共済組合連合会の総称  

 

全 国 連 ：全国市町村職員共済組合連合会 

 

地 共 連 ：地方公務員共済組合連合会  

 

Ｋ Ｋ Ｒ ：国家公務員共済組合連合会  

 

私学事業団 ：日本私立学校振興・共済事業団  

 

ＧＰＩＦ ：年金積立金管理運用独立行政法人 

 

厚 年 法 ：厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号） 

  

地共済法 ：地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号） 

  

地共済令 ：地方公務員等共済組合法施行令（昭和３７年政令第３５２号） 

  

地共済則 ：地方公務員等共済組合法施行規則（昭和３７年自治省令第２０号） 

 

地共済規程 ：地方公務員等共済組合法施行規程（昭和３７年総理府・文部省・自治省令第１号） 
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令和６年度 運用実績（概要） 

 

 

 

 

 

運用利回り ０.５７％ 
（実現収益率） 

 

 

 

 

運用収入額 １４４億円 
（実現収益額） 

 

 

 

 

運用資産残高 2 兆６,８７２億円 
（令和 7年 3月末時点） （簿価） 

 

 

 

 

 

年金積立金の運用は、長期的な観点から行うものであり、その運用状況も長期的に

判断することが必要です。 

退職等年金給付積立金は、国内債券の満期持ち切りでの運用を前提とするため、簿

価評価としています。 

 

  

令和６年度 運用実績（概要） 
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地方公務員共済業務概況書 

退職等年金給付積立金 

第１部 令和６年度の積立金の管理及び運用の状況 

 

 

１ 市場環境【国内債券市場の動き（令和６年４月～令和７年３月）】 

１０年国債利回りは、日銀による政策金利の引き上げ観測から、５月末にかけ１．１％台ま

で上昇しました。７月末の金融政策決定会合において日銀は政策金利の引き上げを決定しまし

たが、引き上げタイミングが市場の想定外であったことから、急速な円高や国内株式の大幅下

落といったリスク回避の動きが強まる中、債券を買う動きが優勢となり、一時０．８％割れの

水準まで急低下しました。秋口以降は、米国の長期金利の上昇や円安進行を背景に上昇基調と

なり、１月には日銀が０．５％まで政策金利を引き上げたことや米国の利下げが当分見送られ

るとの見方が強まると１．２％を超える水準まで上昇しました。その後も、日銀が先行きの金

融政策運営について従来の姿勢を崩さず追加利上げの可能性を示し、また足もとの物価が一段

と強含みとなる中、市場では日銀の早期利上げを織り込む動きとなり、年度末にかけては一時

１．５％を超える水準まで大幅に上昇しました。 

１０年国債利回りは、前年度末の０．７３％から、今年度末は１．４９％へ上昇（債券価格

は下落）しました。 

 

【１０年国債利回り】 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１部 

１ 

R6 年度：＋0.76 ポイント 
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地方公務員共済業務概況書 

退職等年金給付積立金 

第

１

部 

 

 

 

２ 運用実績 

 

（１）資産構成割合 

資産構成割合は、以下のとおりとなりました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

（２）運用利回り 

実現収益率（簿価）は、０．５７％となりました。 

退職等年金給付積立金で保有する国内債券は、満期持ち切りを前提とするため、簿価評価とし

ています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）各四半期の収益率は、期間率です。 

（注２）実現収益率（簿価）及び修正総合収益率は、運用手数料等控除後のものです。 

（注３）修正総合収益率は、実現収益率（簿価）に、仮に時価評価を行った場合の評価損益の増減を加味したものです。 

 

 

  

２ 

（単位：％）

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 年度末

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

うち短期資産 (1.1) (1.8) (1.0) (1.6) (1.1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

令和６年度 基本
ポートフォリオ

令和５年度末

国内債券

合計

100.0

（単位：％）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 年度計

0.13 0.14 0.15 0.15 0.57

0.13 0.14 0.15 0.15 0.57

うち短期資産 (0.00) (0.01) (0.01) (0.02) (0.03)

（参考） （単位：％）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 年度計

▲2.66 1.67 ▲1.47 ▲3.10 ▲5.58

実現収益率（簿価）

令和６年度

修正総合収益率

令和６年度

国内債券

国内債券

100.0%

令和６年度末 運用資産別の構成割合

(うち短期資産 1.1%)
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地方公務員共済業務概況書 

退職等年金給付積立金 

（３）運用収入額 

実現収益額（簿価）は、１４４億円となりました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（注１）実現収益額（簿価）は、売買損益及び利息収入等です。 

（注２）実現収益額（簿価）及び総合収益額（時価）は、運用手数料等控除後のものです。 

（注３）総合収益額（時価）は、実現収益額（簿価）に、仮に時価評価を行った場合の評価損益の増減を加味したものです。 

（注４）上記数値は四捨五入のため、各数値の合算は合計値と必ずしも一致しません。 

 

（４）資産額 

運用資産額（簿価）は、２兆６，８７２億円となりました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

（５）運用手数料 

退職等年金給付積立金については、全額自家運用で国内債券の運用を行っているため、運用に

関する手数料はありません。 

 

 

  

（単位：億円）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 年度計

32 35 37 40 144

32 35 37 40 144

うち短期資産 (0) (0) (0) (0) (0)

（参考） （単位：億円）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 年度計

▲607 385 ▲354 ▲764 ▲1,340

令和６年度

令和６年度

実現収益額（簿価）

国内債券

総合収益額（時価）

（単位：億円）

簿価 時価
評価
損益

簿価 時価
評価
損益

簿価 時価
評価
損益

簿価 時価
評価
損益

簿価 時価
評価
損益

23,729 22,517 ▲1,212 24,416 22,597 ▲1,819 25,189 23,695 ▲1,494 26,023 24,169 ▲1,853 26,872 24,175 ▲2,696

うち短期資産 (263) (263) (0) (439) (439) (0) (252) (252) (0) (404) (404) (0) (286) (286) (0)

23,729 22,517 ▲1,212 24,416 22,597 ▲1,819 25,189 23,695 ▲1,494 26,023 24,169 ▲1,853 26,872 24,175 ▲2,696

国内債券

合計

令和５年度末
令和６年度

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 年度末
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地方公務員共済業務概況書 

退職等年金給付積立金 

第

１

部 

 

 

 

（６）基本ポートフォリオの検証 

■検証の仕組み 

基本ポートフォリオについては、「退職等年金給付積立金に関する管理運用の方針」において、

定期的に検証を行うこととされています。 

■検証の手法 

基準利率に見合った資産運用ができているかどうかについて検証を実施しました。 

■検証の結果 

上記検証の結果、退職等年金給付積立金の運用実績については、基準利率を上回っており、

基本ポートフォリオを変更する必要はないと判断し、現行の基本ポートフォリオを継続するこ

ととしました。 
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地方公務員共済業務概況書 

退職等年金給付積立金 

３ リスク管理 

 

（１）リスク管理の考え方 

「リスク」とは、一般に「組織の目標、目的にマイナスの影響を与える事象の発生可能性」

とされますが、資産運用においては、運用の結果として期待される「リターン」が上下に変動

する幅のことを指し、必要な利回りが確保できない可能性だけでなく、金利リスク、価格変動

リスク、信用リスク、流動性リスク等、「リターン」が上下に変動する幅を「リスク」として捉

えています。 

このため、資産運用においては、運用に応じた様々なリスクを長期的な観点で考えることが

重要となっています。 

積立金の運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われること、国債利回り等に連動する

形で給付水準を決めるキャッシュバランス型年金の特性を踏まえ、地共済は、「積立金の運用に

関するリスク管理の実施方針」に沿って、運用に関するリスク管理を適切に実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３ 

１．リスク管理に関する基本的な考え方 

  地方職員共済組合、公立学校共済組合、警察共済組合、東京都職員共済組合、全国市町村職員

共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会（以下「連合会」という。）は、次の事項を踏まえ

て、各積立金の運用に関するリスク管理を適切に行う。 

 ① 各積立金の運用は、長期的な観点から安全かつ効率的に行う。 

  

２．リスク管理の実施主体及び管理対象 

（２）退職等年金給付積立金 

 ① 連合会は、退職等年金給付調整積立金及び退職等年金給付組合積立金（以下「退職等年金給

付積立金」という。）の運用に関するリスク管理を行う。 

 ② 各組合等は、退職等年金給付組合積立金（連合会にあっては、退職等年金給付調整積立金）

の運用に関するリスク管理を行う。 

 

積立金の運用に関するリスク管理の実施方針（抜粋） 
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地方公務員共済業務概況書 

退職等年金給付積立金 

第

１

部 

 

 

 

（２）リスク管理の取組 

■資産構成割合の乖離状況の管理 

基本ポートフォリオに基づく運用では、様々なリスクについて管理していく必要があります。

長期的な観点から基本ポートフォリオに沿った収益を確保していく上で、特に、基本ポートフ

ォリオの資産構成割合と実際のポートフォリオの資産構成割合との乖離幅の管理が重要になり

ます。 

具体的には、資産全体について、実際に保有する資産構成割合と基本ポートフォリオで定め

た資産構成割合との乖離状況を把握し、管理しています。 

■資産管理機関の管理 

地共済では、資産管理機関に対して、受託者責任の遵守、法令遵守体制の整備等を図ること

を求めるとともに、資産管理状況等を把握し、適切に管理することとしています。 

■リスク管理の状況及び実施した改善策の報告 

リスク管理の状況及び実施した改善策については、有識者会議及び運営審議会等に報告して

います。 

 

（３）リスク管理の状況 

退職等年金給付積立金については、国内債券１００％で運用しています。 

デュレーションの対ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合との乖離幅は、０．９年から１．５年までの

幅の間で推移しました。 

 

【国内債券のデュレーションのＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合との乖離幅の推移】 
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地方公務員共済業務概況書 

退職等年金給付積立金 

４ その他 

 

 アセットオーナー・プリンシプル及び地共済全体の協力・連携の推進 

■「アセットオーナー・プリンシプル」について 

家計金融資産の半分以上を占める現預金が投資に向かい、企業価値向上の恩恵が家計に還元

されることで、さらなる投資や消費に繋がる「成長と分配の好循環」を実現していくことが重

要であるとの考えから、政府により「アセットオーナー・プリンシプル」が策定されました。 

「アセットオーナー・プリンシプル」は、「アセットオーナーが受益者等の最善の利益を勘

案して、その資産を運用する責任（フィデューシャリー・デューティー）を果たしていく上で

有用と考えられる共通の原則」として、策定されたものです。 

プリンシプルの各原則は、必要な人材の確保など、いずれもアセットオーナーとして取り組

むべき基本的な事項が規定されています。地共連及び組合等においては、令和６年９月にそれ

ぞれ受け入れを表明しました。 

■地共済全体の協力・連携の推進について 

地共連では、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画２０２４年改訂版」（令和６

年６月２１日閣議決定）等を踏まえ、組合員等の皆様に対する受託者責任を果たすとともに、

市場等の発展について求められる役割を果たすため、令和６年９月４日に「運用力強化の取組

方針」を策定・公表しました（令和７年４月１日改訂）。 

上記方針においては、「（２）地共済全体の協力・連携の推進」として、①運用状況の管理、

②組合等との連携を掲げています。地共済では、積立金の管理及び運用に必要な情報交換及び

連絡調整等を行うことにより、地共済全体で長期的な観点から安全かつ効率的な積立金の運用

を行うことができるよう取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

              
            

        

              

        

          

        
              
                 

                 
                  
                     

              
                   
      
             
            

                  
                   

                             

                         

             

                           
                                   
                     

                  
         
                       
                 

                                                  
                                                  
                                     
                                                

 

        

                  
             

        

 令和 年       
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地方公務員共済業務概況書 

退職等年金給付積立金 

 

第

２

部 

 

 

第２部 地共済の事業及び資金運用 

 

 

１ 設立 

地方公務員法第４３条は「職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又

はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うための相互救

済を目的とする共済制度が、実施されなければならない。」と規定し、これに基づき地共済法が制

定されています。 

地方公務員共済組合制度は、地方公務員の相互救済を目的とし、地方公務員とその家族を対象

に長期給付事業、短期給付事業及び福祉事業を総合的に行う制度として昭和３７年１２月に発足

しました。 

 

 

  

第２部 

１ 
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地方公務員共済業務概況書 

退職等年金給付積立金 

２ 組織 

 

（１）運営審議会 

地共済法の規定により、地共済には運営審議会等を置き、定款の変更、運営規則の作成・変更、

毎事業年度の事業計画及び予算・決算並びに重要な財産の処分及び重大な債務の負担等について

は、運営審議会等の議を経なければならないとされています。 

なお、地共済における運営審議会等の名称は、以下のとおりです。 

 

・運営審議会（地共済法第６条、第７条及び第８条） 

地方職員共済組合（地方共済事務局）、公立学校共済組合、警察共済組合 

・運営審議会（地共済法第３８条の４及び第３８条の５） 

地共連 

・組合会（地共済法第６条、第９条及び第１０条） 

都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合、都市職員共済組合 

・総会（地共済法第３０条、第３１条及び第３２条） 

全国連 

・団体職員運営評議員会（地共済法第１４４条の５、第１４４条の６及び第１４４条の７） 

地方職員共済組合（団体共済部） 

 

■（参考）地共連のガバナンス体制図 

 

 

 

 

  

２ 
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地方公務員共済業務概況書 

退職等年金給付積立金 

 

第

２

部 

 

 

（２）地方公務員共済資金運用委員会 

■地方公務員共済資金運用委員会の概要 

「退職等年金給付積立金に関する管理運用の方針」等に基づき、各積立金の管理及び運用に係

る専門的事項を地共連が検討するため、経済、金融、資金運用等に学識経験又は実務経験を有

する者で構成する地方公務員共済資金運用委員会（以下「資金運用委員会」という。）を設置し

ています。 

資金運用委員会は、各積立金の管理及び運用に関する専門的事項に関し、審議し、報告を受

けるほか、地共連理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べることができることとさ

れています。 

資金運用委員会にはオブザーバーとして地共済の事務局長が出席するとともに、資金運用委

員会の下に地共済の実務者で構成するワーキンググループを設置し、資金運用委員会の審議事

項について検討を行い、その結果を資金運用委員会に報告しています。 

■資金運用委員会の審議事項及び報告事項 

 

 

 

 

 

■資金運用委員会委員名簿（令和７年４月１日現在） 

   川北 英隆  京都大学名誉教授 
 

   喜多幸之助  元ラッセル・インベストメント株式会社  

          シニア アドバイザー 
 

   佐藤 久恵  学校法人国際基督教大学評議員 
 

   芹田 敏夫  青山学院大学経済学部教授 
 

   高山与志子  ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社副会長 
 

   竹原  均  早稲田大学大学院経営管理研究科教授 
 

   德島 勝幸  株式会社ニッセイ基礎研究所 

常務取締役金融研究部研究理事兼年金総合リサーチセンター長 
 

   野村亜紀子  株式会社野村資本市場研究所主席研究員 
 

   林  鉄兵  全日本自治団体労働組合 

中央執行委員総合労働局長 
 

座長 若杉 敬明  東京大学名誉教授 

          一般社団法人日本コーポレートガバナンス研究所理事長 

※５０音順、敬称略 

 

審議事項 報告事項

・モデルポートフォリオの設定及び見直しに関する事項
・管理運用の方針の策定、変更に関する事項
・リスク管理の実施方針の策定、変更に関する事項
・新たな運用対象の運用方針の策定、変更に関する事項
・その他各積立金の管理及び運用に関する専門的事項

・運用実績
・リスク管理の状況
・新たな運用対象の運用状況
・専門的人材の強化・育成の状況
・その他各積立金の管理及び運用に関して資金運用
　委員会が求めた事項
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地方公務員共済業務概況書 

退職等年金給付積立金 

■資金運用委員会の開催状況 

 

 

 

 

 

  

開催回 開催日 主な内容

第４２回
令和６年
１２月９日

・令和６年度第２四半期の各積立金の運用状況
・令和６年度第２四半期の各積立金のリスク管理の状況
・厚生年金保険給付におけるモデルポートフォリオ及び基本ポートフォリオ
　の見直し
・経過的長期給付における基本ポートフォリオの見直し

第４０回
令和６年
６月２５日

・令和５年度各積立金の管理及び運用に関する業務概況書
・令和５年度各積立金のリスク管理の状況
・退職等年金給付積立金の基本ポートフォリオの検証
・令和６年財政検証を受けたモデルポートフォリオ及び基本ポートフォリオ
　の見直し
・資産運用立国に係る対応状況

第４１回
令和６年
９月３日

・令和６年度第１四半期の各積立金の運用状況
・令和６年度第１四半期の各積立金のリスク管理の状況
・運用力強化の取組方針
・財政検証を受けたモデルポートフォリオの見直しに向けた検討状況

第４３回
令和７年
２月１７日

・積立金の資産の構成の目標（モデルポートフォリオ）の変更（案）
・基本ポートフォリオの見直し（案）
・令和６年度海外調査報告

第４４回
令和７年
３月１１日

・令和６年度第３四半期の各積立金の運用状況
・令和６年度第３四半期の各積立金のリスク管理の状況
・管理運用の方針の変更
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地方公務員共済業務概況書 

退職等年金給付積立金 

 

第

２

部 

 

 

（３）有識者会議 

地共済は、基本方針の策定、変更等、実施機関積立金の管理及び運用に係る専門的事項につい

て、経済、金融、資金運用等の学識経験又は実務経験を有する者で構成する有識者会議の専門的

な知見を活用し、検討することとしています。 

地共済の有識者会議の名称は、以下のとおりです。 

（令和７年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

  

組合名 有識者会議名称

地方職員共済組合 年金資産運用検討委員会

公立学校共済組合 資産運用検討委員会

警察共済組合 警察共済組合資金運用委員会

東京都職員共済組合 資金運用研究会

全国連 資金運用委員会

地共連 地方公務員共済組合連合会資金運用委員会
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地方公務員共済業務概況書 

退職等年金給付積立金 

３ 積立金の資金運用 

 

（１）仕組み 

地共連は、総務大臣の承認を得て、管理運用機関（地共済）の共通の方針となる「管理運用の

方針」を定めています。（地共済法第１１２条の１０） 

管理運用機関は、地共連が定める管理運用の方針に適合するように、積立金の管理及び運用に

係る「基本方針」を定めています。（地共済法第１１２条の１１） 

これらの法令の規定の下、管理運用機関である地共連及び組合等は、共通の管理運用の方針を

踏まえつつ、具体的な投資行動については、各々の基本方針の下で主体的に行っていますが、地

共済全体で管理運用の方針との適合性を図るために、地共連が地共済の組合等の積立金の運用状

況について管理することとされています。また、地共連は、地共済全体の積立金の管理及び運用

の状況等について、毎事業年度の「業務概況書」及び毎四半期の公表資料を作成し、公表してい

ます。 

加えて、地共済では、積立金の管理及び運用に必要な情報交換及び連絡調整等を行うことによ

り、地共済全体で長期的な観点から安全かつ効率的な積立金の運用を行うことができるよう取り

組んでいます。 

 

 

【一元化後の積立金運用の仕組み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３ 
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地方公務員共済業務概況書 

退職等年金給付積立金 

 

第

２

部 

 

 

（２）管理運用の方針  ＜令和７年４月１日適用＞ 

「退職等年金給付積立金に関する管理運用の方針」の概要は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）運用に関する基本的な考え方 

基本的な方針として、国債利回り等に連動する形で給付水準を決めるキャッシュバランス型

年金の特性を踏まえ、退職等年金給付事業の運営の安定に資することを目的として運用を行う

こととしています。 

また、必要となる積立金の運用利回り（予定利率（地共済令第２８条第５項に規定する予定

利率をいう。）とする。）を最低限のリスクで確保するよう、基本ポートフォリオを定め、これ

を適切に管理することとしています。 

Ⅰ 退職等年金給付積立金の管理及び運用の基本的

な方針 

１．退職等年金給付積立金に関する基本的な方針 
・長期的な観点から安全かつ効率的に運用 

（１）基本的な方針 
・長期的な観点からの資産構成割合（基本ポートフォリ

オ）を策定 

（２）地方公務員共済資金運用委員会の活用 
・学識経験者等による委員会の専門的知見を活用 

（３）運用力強化のための取組 
・運用力の強化や運用体制の充実に不断に取り組む 

２．退職等年金給付組合積立金等に関する基本的な

方針 

（１）基本的な方針 

（２）管理運用機関の有識者会議の活用 

（３）「アセットオーナー・プリンシプル」を踏ま

えた取組 

（４）合同運用 
・地共連への預託 

Ⅱ 退職等年金給付積立金の管理及び運用に関し遵

守すべき事項 

１．受託者責任の徹底 

２．市場及び民間の活動への影響に対する配慮 

３．ＥＳＧを考慮した投資 
・非財務的要素であるＥＳＧを考慮した投資 

４．インパクトを考慮した投資 
・社会・環境的効果（インパクト）を考慮した投資 

５．連合会と国家公務員共済組合連合会との連携 

６．連合会と他の管理運用機関との協力・連携 

Ⅲ 退職等年金給付積立金の管理及び運用における

長期的な観点からの資産の構成に関する事項 

１．運用の目標 
・必要となる積立金の運用利回りを最低限のリスクで確保

するよう、基本ポートフォリオを定め、適切に管理 

２．基本ポートフォリオの基本的な考え方 
・運用の目標に沿った資産構成割合とし、フォワード・ル

ッキングなリスク分析を踏まえて長期的な観点から設定 

３．基本ポートフォリオの資産区分及び資産構成割合 

資産 国内債券 

資産構成割合 100% 

（注）給付等への対応のために必要な限度で、短期資産を

保有することができる。 

短期資産、不動産及び貸付金は、国内債券に区分す

る。 

４．基本ポートフォリオの見直し 

５．リスク管理 

Ⅳ 管理運用機関がそれぞれの退職等年金給付組合

積立金等について長期的な観点から資産の構成

を定めるに当たって遵守すべき基準 

１．運用の目標 

２．基本ポートフォリオの基本的な考え方 

３．基本ポートフォリオの見直し 

４．年金給付等のための流動性の確保 

５．リスク管理 

６．運用手法 
・原則として、国内債券に投資し、それを満期まで持ち切

る運用を行う 

Ⅴ その他退職等年金給付積立金の管理及び運用に

関し必要な事項 

１．透明性の向上 

（１）連合会 

（２）管理運用機関 

２．高度で専門的な人材の確保とその活用等 

３．リスク管理の強化 

（１）連合会 

（２）管理運用機関 

４．調査研究業務の充実 
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第３部 資料編 

 

 

１ 運用実績の推移 

 

（１）運用利回り・運用収入額の推移（被用者年金一元化以降） 

■運用利回り 

  

 

 

 

 

（注１）平成２７年度は、下半期（平成２７年１０月～平成２８年３月）の期間率です。 

（注２）実現収益率（簿価）及び修正総合収益率は、運用手数料等控除後のものです。 

 

■運用収入額 

  

 

 

 

 

（注１）平成２７年度は、下半期（平成２７年１０月～平成２８年３月）における累積の運用収入額です。 

（注２）実現収益額（簿価）及び総合収益額（時価）は、運用手数料等控除後のものです。 

（注３）令和２年度以降の短期資産は、国内債券の内数です。 

 

 

（２）運用資産額・資産構成割合の推移（被用者年金一元化以降） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）令和２年度以降の短期資産は、国内債券の内数です。  

第３部 

１ 

H27年度
（下半期）

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

0.11% 0.55% 0.56% 0.48% 0.47% 0.42% 0.40% 0.41% 0.48% 0.57%

国内債券 0.15% 0.59% 0.59% 0.51% 0.49% 0.42% 0.40% 0.41% 0.48% 0.57%

　短期資産 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% (0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.03%)

（参考）
H27年度

（下半期）
H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

4.86% ▲2.23% 1.67% 2.82% ▲0.07% ▲0.35% ▲1.09% ▲2.42% ▲1.67% ▲5.58%

実現収益率（簿価）

修正総合収益率

簿価残高
（億円）

構成割合
簿価残高
（億円）

構成割合
簿価残高
（億円）

構成割合
簿価残高
（億円）

構成割合
簿価残高
（億円）

構成割合

国内債券 1,104 80.48% 3,876 94.30% 6,581 95.77% 9,253 95.99% 12,062 97.02%

　 短期資産 268 19.52% 234 5.70% 290 4.23% 386 4.01% 370 2.98%

合計 1,372 100.00% 4,110 100.00% 6,872 100.00% 9,639 100.00% 12,432 100.00%

簿価残高
（億円）

構成割合
簿価残高
（億円）

構成割合
簿価残高
（億円）

構成割合
簿価残高
（億円）

構成割合
簿価残高
（億円）

構成割合

国内債券 15,281 100.00% 18,121 100.00% 20,929 100.00% 23,729 100.00% 26,872 100.00%

　 短期資産 (299) (1.95%) (305) (1.68%) (274) (1.31%) (263) (1.11%) (286) (1.06%)

合計 15,281 100.00% 18,121 100.00% 20,929 100.00% 23,729 100.00% 26,872 100.00%

R1年度H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

R6年度R2年度 R3年度 R5年度R4年度

（単位：億円）

H27年度
（下半期）

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

実現収益額（簿価） 0.82 14.61 30.18 39.22 51.82 58.26 66.10 79.36 106.03 144.00

国内債券 0.79 14.60 30.18 39.21 51.81 58.26 66.10 79.36 106.03 144.00

　短期資産 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.11)

（参考） （単位：億円）

H27年度
（下半期）

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

36.64 ▲60.27 89.71 231.16 ▲7.91 ▲48.54 ▲181.43 ▲465.76 ▲359.15 ▲1,340.14総合収益額（時価）
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２ 保有銘柄 

この一覧は、令和７年３月末時点で保有している国内債券を発行体毎に集約し、簿価残高上位

１０位を記載したものです。 

（１１位以下も含む保有全銘柄の情報は、地共連のホームページに掲載しています。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）債券の簿価残高は、地共連にて発行体毎に集約したものです。 

 

1 20,766

2 862

3 428

4 266

5 234

6 187

7 170

8 160

9 141

10 136

計 25,677

兵庫県

63発行体

愛知県

千葉県

神奈川県

埼玉県

福岡県

名古屋市

 本国

No. 発行体名
簿価残高
（億円）

地方公共団体金融 構

地方公共団体（共同発行）

２ 


